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     開 会  午前１０時００分 

ｏ新井委員長 ただいまの出席委員は全員であります。 

   これより総務福祉常任委員会を開会いたします。 

   本日の日程については、本定例会で付託を受けました議案第５８号、議案第５９号、議案第６

０号、議案第６２号、議案第６３号、議案第６４号及び議案第６５号の審査であります。 

   これらの議案については、既に本会議で提案説明を受けておりますから、本委員会での説明は

省略したいと思いますので、御了承願います。 

   初めに、議案第５８号 令和７年度日高市一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

   初めに、総合政策部関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （総合政策部長） 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時０２分 

     再 開  午前１０時０５分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   総合政策部関係について質疑を願います。 

   横尾委員。 

ｏ横尾委員 予算書５ページ、第３表、地方債の補正についてのところでございます。 

   今回、市債の起債についてなのですけれども、今回の起債される市債、土木債で、区分、河川

債、もう一つは教育債、区分が義務教育学校債については、交付税措置があるものかどうか。ま

た、もしある場合は、その算入率についてお伺いいたします。 

ｏ新井委員長 上田財政課長。 

ｏ上田財政課長 お答えいたします。 

   まず、第３表、地方債補正の内容についてでございますが、河川・水路整備事業につきまして

は、補正後の限度額４，４７０万円の全額について交付税措置がございます。算入率は、元利償

還金の７０％でございます。 

   次に、義務教育学校維持管理事業につきましては、補正後の限度額９，２９０万円のうち、６，

７４０万円について交付税措置がございます。算入率は、非構造部材の耐震補強改修分が元利償

還金の約６７％、照明ＬＥＤ化改修分が元利償還金の３０％、空調工事等が元利償還金の５０％

でございます。いずれの地方債につきましても、交付税措置のあるものを最大限活用し、補正す

るものでございます。 

ｏ新井委員長 ほかに質疑はございませんか。 

   城所委員。 
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ｏ城所委員 予算書９ページの国庫支出金についてお尋ねいたします。 

   デジタル田園都市国家構想交付金の減額理由と、新しい地方経済・生活環境創生交付金の充当

性についてお尋ねします。 

ｏ新井委員長 須田政策秘書課長、お願いします。 

ｏ須田政策秘書課長 お答えします。 

   デジタル田園都市国家構想交付金は、新しい地方経済・生活環境創生交付金に名称が変更され

たため、名称変更に合わせ、デジタル田園都市国家構想交付金を減額し、変更後の新しい地方経

済・生活環境創生交付金について事業内容を精査した結果、交付金の対象となる事業の拡大が見

込めたため、名称及び金額を併せて補正しております。 

   また、新しい地方経済・生活環境創生交付金の充当先は、３つの事業が該当いたします。総額

は１，９２３万５，０００円でございますが、地域公共交通活性化推進事業に１０万５，０００

円、都市計画事務に１，３５３万４，０００円、介護保険特別会計の要介護認定事務、介護保険

認定審査会事務に５５９万６，０００円をそれぞれ充当いたします。なお、この３つの事業の歳

出につきましては、当初予算にて計上されているものとなります。 

ｏ新井委員長 ほかに質疑はございませんか。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑を終わります。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ新井委員長 次に、福祉子ども部関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （福祉子ども部長） 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時０９分 

     再 開  午前１０時１１分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   福祉子ども部関係について質疑を願います。 

   成田委員。 

ｏ成田委員 補正予算４号の１４ページです。３款、民生費、２項、児童福祉費、１目、児童福祉総

務費、物価高騰対策こどもの食卓応援事業についてです。 

   国からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１，７５３万４，０００円を活用し、一般

財源６００万５，０００円を捻出、合計２，３５３万９，０００円の補正額となっています。こ

れは１８歳未満の子１人につきおこめ券を５枚支給する事業ですが、手数料２１６万円の内容を
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お示しください。 

ｏ新井委員長 今田子育て応援課長。 

ｏ今田子育て応援課長 お答えいたします。 

   １４ページ、児童福祉総務費の物価高騰対策こどもの食卓応援事業についての御質疑にお答え

いたします。おこめ券につきましては、１枚当たり５００円で販売しているもので、このうち４

４０円分が実際にお米の購入に使用できる金額で、残る６０円分はおこめ券の印刷や流通に係る

発行手数料となっており、支給対象の児童１人当たり５枚、７，２００人分を予算計上しており

ます。予算科目の性質上、これらを区分する必要があることから、手数料として計上しているも

のでございます。 

   なお、お米の購入に使用できる４４０円分につきましては、おこめ券の支給対象者に対する補

助金の類いに当てはまることから、１８節負担金、補助及び交付金、こどもの食卓応援給付金と

して計上しているものでございます。 

   以上です。 

ｏ新井委員長 ほかに質疑はございませんか。 

   三木委員。 

ｏ三木委員 同じく１４ページ、物価高騰対策こどもの食卓応援事業について、おこめ券の支給に当

たり、配付方法をどのように検討されたかお答えください。 

ｏ新井委員長 今田子育て応援課長。 

ｏ今田子育て応援課長 お答えいたします。 

   １４ページ、物価高騰対策こどもの食卓応援事業について、本事業につきましては物価高騰に

対応するための緊急的な支援事業であることから、できる限り速やかにおこめ券を配付すること

を、またおこめ券が金券でありますことから、安全確実に各家庭に届くことを念頭に検討したも

のでございまして、それらを充足する具体的な手段といたしまして、郵便局のゆうパックによる

郵送は土曜日や日曜日などの配達が可能なことや、書留同様に補償が受けられることから、最適

な配付方法であると考え、これを想定した予算要求としたものでございます。 

   以上です。 

ｏ新井委員長 ほかに質疑はございませんか。 

   城所委員。 

ｏ城所委員 同じく１４ページ、物価高騰対策こどもの食卓応援事業につきまして、この際おこめ券

が選択に至った経緯をお尋ねいたします。 

ｏ新井委員長 今田子育て応援課長。 

ｏ今田子育て応援課長 お答えいたします。 

   なぜおこめ券を選択したかということについてお答えいたします。おこめ券によりお米の購入
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を一部支援する仕組みとすることで、確実に食卓への消費への軽減化することが期待されること

からでございます。 

   以上です。 

ｏ新井委員長 城所委員。 

ｏ城所委員 そのお答えを受けて再質疑ですが、おこめ券はほかにも、お米だけではなくビールなど

嗜好品にも使えること、それから使える店舗も限られていること、期限がないとはいえ使われな

いままのケースも想定されること、子どもの食卓どころかお酒など嗜好品に使われる可能性、先

ほども申し上げましたが、そういう可能性も多分に含みながら採用されたことに、ちょっと妥当

性を見られなく感じるのですが、その辺の協議はされたのでしょうか。 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時１６分 

     再 開  午前１０時２５分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   今田子育て応援課長、お願いします。 

ｏ今田子育て応援課長 先ほどの答弁に漏れがございましたので、修正いたします。 

   おこめ券を選定した理由といたしましては、食料品や日用品など物価高騰により多くの家庭が

影響を受ける中に、特に影響が顕著な子育て家庭の負担を緩和し、育ち盛りのお子さんを対象と

した経済的な支援を行うことで、子どもたちの健やかな成長を促すことを目的として事業を行う

ものです。 

   続きまして、おこめ券で利用できるものについての内容ですけれども、確かにおこめ券で購入

できるものについては、お米だけではなくて日用品ですとか、あと食料品、おこめ券を扱う店舗

において扱っている食料品などを購入することはできます。しかしながら、子育て世帯全体での

食卓に係る負担を軽減するという意味において、おこめ券の選定は適切であったと考えておりま

す。 

   以上です。 

ｏ新井委員長 ほかに質疑はございませんか。 

   城所委員。 

ｏ城所委員 では、それを受けて再質疑です。 

   私、先ほどの質疑の中に盛り込みました、期限がないとはいえ、使われないまま終了してしま

う可能性があるという点についてはどのようにお考えですか。 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時２６分 

     再 開  午前１０時２８分 
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ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   今田子育て応援課長、お願いします。 

ｏ今田子育て応援課長 お答えいたします。 

   おこめ券の消費期限がないことについてお答えいたします。おこめ券の…… 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時２８分 

     再 開  午前１０時２８分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   今田子育て応援課長、お願いします。 

ｏ今田子育て応援課長 お答えいたします。 

   消費を強制するものではございません。 

   以上です。 

ｏ新井委員長 ほかに質疑はございませんか。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑を終わります。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ新井委員長 次に、健康推進部関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （健康推進部長） 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時３０分 

     再 開  午前１０時３０分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   健康推進部関係について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑なしと認めます。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ新井委員長 次に、総務部関係について説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （総務部長） 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時３１分 



- 8 - 

     再 開  午前１０時３１分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   総務部関係について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ新井委員長 これより討論に入ります。 

   議案第５８号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第５８号 令和７年度日高市一般会計補正予算（第４号）を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議あり） 

ｏ新井委員長 御異議がありますので、起立により採決いたします。 

   これより議案第５８号 令和７年度日高市一般会計補正予算（第４号）を起立により採決いた

します。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

   （起立多数）  （起立６名、不起立１名） 

ｏ新井委員長 起立多数であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第６２号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例、議

案第６３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第６４号 技能労務職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を一括議題といたします。 

   説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （総務部長） 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時３４分 

     再 開  午前１０時３４分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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   これより質疑に入ります。 

   まず、議案第６２号について質疑を願います。 

   小谷野委員。 

ｏ小谷野委員 議案第６２号について、質疑いたします。 

   議案第６２号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について質

疑いたします。改正内容といたしまして、妊娠、出産や育児の職員を支援するため、仕事と育児

の両立支援制度の個別周知及び利用の意向確認等の措置を定めたいということですが、非常にす

ばらしいことであると私は考えております。その中で申出職員を対象としておりますが、近年、

人手不足、業務の属人化等の問題もございますので、できる限り支援を可能にするために取得し

やすい方策等ございましたらお伺いいたします。 

ｏ新井委員長 稲垣総務課長。 

ｏ稲垣総務課長 お答えいたします。 

   育児休業等に係る制度を利用しやすくするため、長期間の育児休業取得者だけでなく、短期間

の育児休業を希望することの多い男性職員が取得を断念することのないように、所属の意向によ

り、可能な限り正規職員または会計年度任用職員を配置するなどしてございます。 

   また、業務の属人化を防ぐ取組といたしまして、業務マニュアルの見直しを行うことや、業務

により主担当者だけでなく、副担当を設ける取組などを行っているところでございます。 

ｏ新井委員長 ほかに質疑はございませんか。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑を終わります。 

   次に、議案第６３号について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第６４号について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ新井委員長 これより討論に入ります。 

   議案第６２号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 討論なしと認めます。 
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   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第６２号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を

採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ新井委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これより討論に入ります。 

   議案第６３号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第６３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたしま

す。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ新井委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これより討論に入ります。 

   議案第６４号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第６４号 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例を採決いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ新井委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第５９号 令和７年度日高市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、議案第

６５号 日高市重度心身障害者医療費助成金の支給に関する条例の一部を改正する条例を一括

議題といたします。 

   説明員の出席を求めます。 
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     （説明員出席）     （健康推進部長） 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時４０分 

     再 開  午前１０時４０分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

   まず、議案第５９号について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑なしと認めます。 

   次に、議案第６５号について質疑を願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ新井委員長 これより討論に入ります。 

   議案第５９号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第５９号 令和７年度日高市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採決

いたします。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ新井委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   これより討論に入ります。 

   議案第６５号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第６５号 日高市重度心身障害者医療費助成金の支給に関する条例の一部を改正

する条例を採決いたします。 
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   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

     （異議なし） 

ｏ新井委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   次に、議案第６０号 令和７年度日高市介護保険特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

   失礼しました。 

   暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時４２分 

     再 開  午前１０時４３分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   訂正いたします。 

   次に、議案第６０号 令和７年度日高市介護保険特別会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。 

   説明員の出席を求めます。 

     （説明員出席）     （健康推進部長） 

ｏ新井委員長 暫時休憩いたします。 

     休 憩  午前１０時４３分 

     再 開  午前１０時４３分 

ｏ新井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

   これより質疑に入ります。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 質疑なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   説明員の退席を求めます。 

     （説明員退席） 

ｏ新井委員長 これより討論に入ります。 

   議案第６０号に対し、反対の方願います。 

     （な し） 

ｏ新井委員長 討論なしと認めます。 

   よって、討論を終結いたします。 

   これより議案第６０号 令和７年度日高市介護保険特別会計補正予算（第１号）を採決いたし

ます。 

   本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 



- 13 - 

     （異議なし） 

ｏ新井委員長 御異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   以上をもちまして、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

   以上で本日の委員会を散会いたします。 

   御苦労さまでした。 

     閉 会  午前１０時４４分 

                       総務福祉常任委員会 

                       委員長   新   井       均 


